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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第72期

第３四半期連結
累計期間

第73期
第３四半期連結
累計期間

第72期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
４月１日
至平成24年
12月31日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 3,289,5793,601,7854,497,663

経常損益（千円） 26,208 △19,475 36,349

四半期（当期）純損益（千円） 74,577 △9,824 67,923

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
56,030 △7,934 103,664

純資産額（千円） 1,694,4291,723,2011,742,063

総資産額（千円） 6,078,5826,825,2676,276,146

１株当たり四半期（当期）純損益

（円）
204.76 △26.97 186.49

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ － －

自己資本比率（％） 27.9 25.2 27.8

　

回次
第72期

第３四半期連結
会計期間

第73期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
10月１日
至平成24年
12月31日

１株当たり四半期純利益（円） 240.78 7.45

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記

載しておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第72期第３四半期連結累計期間及び第72期の「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益」につき

ましては、潜在株式がないため、記載しておりません。

４．第73期第３四半期連結累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」につきましては、１株当たり

四半期純損失であり、また、潜在株式がないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前連結会計年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1)業績の状況　

　当第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)における日本の経済情勢は、震災後の

復興需要によってなだらかな回復が見られるものの、長引く円高情勢や近隣諸国との国交不安などによって一層

緊張感が高まっており、依然として先行き不透明な状況が続いておりました。しかしながら12月の政権交代を機に

為替動向及び株価に変化がみられるようになり、決して楽観視はできないものの景気回復への足掛かりとして新

政権への期待が高まっている状況であります。 

　住宅産業においては、持家新設住宅着工件数が９月以降昨年対比で増加傾向にあり、消費税増税が施行されるまで

の間このような状況が続くものと予想しております。また既存住宅のリフォーム需要は依然好調であり、特に助成

金の対象となる介護リフォームなどは今後ますます増加するものと思われます。

　このような環境の中で当社グループの状況は、取引先への情報提供を継続的に発信し、市場のトレンドと法規制や

補助金等の情報を連携して提案することで販売アイテムの拡大を図っております。また合板やボードなどの材料価

格が激変する中で事前情報を的確に察知し、良質で求めやすい商品をお客様に提供しております。一方分譲住宅販

売に関しては、木材問屋ならではの良質な材料を使った品質の高い住宅建設を継続して行っており、お客様に木の

ぬくもりを感じていただける空間を提供しております。更にリフォーム事業では、増改築などの大掛かりな工事か

ら階段の手すり取付まで大小さまざまな工事の相談を受けており、都度お客様のニーズに合ったリフォームプラン

を提案・施工してまいりました。　

　この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は3,601百万円（前年同期比312百万円増、9.5％

増）、経常損失は19百万円（前年実績は26百万円の経常利益）、四半期純損失は９百万円（前年実績は74百万円の

四半期純利益）となりました。

　　セグメントの業績は、次のとおりであります。

　1）営業本部

　営業本部におきましては、プレカット拡販と販売アイテムの拡大を基軸に得意先のニーズを的確につかむ営業

活動を展開してまいりました。特にプレカットでは協力工場との情報交換を密に行い、短納期・低価格などの要

望にも可能な限り対応する体制で臨みました。また、販売強化商品のプランボード提案なども継続して行ってお

り、販売量の拡大に努めてまいりました。その結果、売上高は2,968百万円（前年同期比214百万円増、7.8％増）と

なり、セグメント損失は65百万円（前年同期はセグメント損失60百万円）となりました。

2）市場本部 

　市場本部におきましては、当第３四半期連結累計期間では主軸の分譲住宅販売が予定販売数を大きく下回り苦

しい状況が続いております。しかしながらリフォーム事業につきましては、大型案件の獲得や助成金対象の介護

リフォーム受注など徐々にボリュームも増えており、費用対効果の高いリフォームを提案してお客様に満足いた

だけるよう施工に努めております。その結果、売上高は268百万円（前年同期比36百万円増、15.9％増）となり、セ

グメント損失は47百万円（前年同期はセグメント損失11百万円）となりました。

　3）不動産事業

　不動産事業におきましては、連結子会社の株式会社三重ナゴヤホームズの分譲マンションがいよいよ完成間近

となりましたが、本格的な販売開始は１月中旬からとなるため当第３四半期連結累計期間の業績には貢献できま

せんでした。なお、賃貸物件においては安定的な収入を継続して確保することができました。その結果、売上高は

364百万円（前年同期比60百万円増、19.8％増）となり、セグメント利益は136百万円（前年同期比０百万円増、

0.6％増）となりました。
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(2)当第３四半期連結会計期間末の資産、負債　

　当第３四半期連結会計期間末（平成24年12月31日現在）の当社グループの財政状態は、分譲物件の開発が進展し

ているものの、既設物件の販売が予定どおりに進捗していないことから、たな卸資産が前連結会計年度末に比較し

て538百万円増加しました。一方で、在庫調整のために仕入数量を抑制していることから、仕入債務は前連結会計年

度末に比較して45百万円の減少となりました。 

　有形固定資産では、減価償却の進行に伴い、前連結累計年度末に比較して８百万円の減少となりました。投資有価

証券につきましては、一部銘柄の売却はあるものの、12月の政権交代による景気刺激策への期待感から株価が上昇

し、前連結会計年度末と同程度の金額となりました。

　また、分譲物件開発資金を有利子負債にて調達していることから、借入金残高は前連結会計年度末に比較して592

百万円増加しました。これらを統合して現金及び預金の残高は、前連結累計年度末に比較して７百万円減少してお

ります。

　この結果、負債純資産合計が前連結会計年度末に比較して549百万円増加したことを主要因として、自己資本比率

は前連結会計年度末に比較して2.6ポイント減少の25.2％となりました。

　

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動

　特に記載すべき事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,600,000

計 1,600,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 400,000 400,000名古屋証券取引所第二部
単元株式数

100株

計 400,000 400,000 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（百株）

発行済株式
総数残高
（百株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日
― 4,000 ― 200,000 ― 6,567

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

　　　①【発行済株式】　

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　35,700 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式   362,400 3,624 ―

単元未満株式（注） 普通株式     1,900 ―
一単元（100株）　　　未満

の株式　

発行済株式総数 400,000 ― ―

総株主の議決権 ― 3,624 ―

　（注）「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式83株が含まれております。　　

②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　名古屋木材㈱
　名古屋市中川区山王

　二丁目６番41号
35,700 － 35,700 8.92

計 ― 35,700 － 35,700 8.92

 

 

２【役員の状況】

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日
常務取締役
執行役員

総務部長
常務取締役
執行役員

総務部長
兼不動産部長

細江　太喜雄 平成25年２月12日

取締役執行役員
市場本部長
兼住宅事業部長
兼研究開発室統轄

取締役執行役員

市場本部長
兼営業副本部長
兼市場開発部長
兼名木施工部長

恒川　裕司 平成25年２月12日

取締役執行役員

経営企画部長
兼名木施工部統轄
兼木材コンビニ
事業部統轄

取締役執行役員 経営企画部長 大澤　重成 平成25年２月12日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 613,360 605,811

受取手形及び売掛金 887,687 899,381

たな卸資産 1,036,814 1,575,268

その他 65,776 61,616

貸倒引当金 △5,150 △4,450

流動資産合計 2,598,488 3,137,627

固定資産

有形固定資産

土地 2,561,610 2,561,610

その他（純額） 550,024 541,721

有形固定資産合計 3,111,635 3,103,332

無形固定資産 2,207 2,093

投資その他の資産

投資有価証券 478,070 478,409

その他 116,305 132,745

貸倒引当金 △30,561 △28,941

投資その他の資産合計 563,814 582,213

固定資産合計 3,677,657 3,687,639

資産合計 6,276,146 6,825,267

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,046,167 1,001,102

短期借入金 1,024,000 1,340,000

1年内返済予定の長期借入金 752,421 1,037,610

未払法人税等 2,124 2,230

賞与引当金 15,000 7,500

役員賞与引当金 5,600 －

その他 94,002 116,271

流動負債合計 2,939,315 3,504,714

固定負債

長期借入金 736,950 727,780

繰延税金負債 610,699 609,886

退職給付引当金 92,562 95,810

役員退職慰労引当金 7,150 7,150

受入保証金 128,605 128,585

その他 18,800 28,138

固定負債合計 1,594,768 1,597,351

負債合計 4,534,083 5,102,065
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 200,000 200,000

資本剰余金 6,567 6,567

利益剰余金 1,518,435 1,497,684

自己株式 △107,730 △107,730

株主資本合計 1,617,272 1,596,521

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 124,790 126,680

その他の包括利益累計額合計 124,790 126,680

純資産合計 1,742,063 1,723,201

負債純資産合計 6,276,146 6,825,267
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 3,289,579 3,601,785

売上原価 2,676,658 2,975,714

売上総利益 612,921 626,070

販売費及び一般管理費 574,777 629,473

営業利益又は営業損失（△） 38,144 △3,403

営業外収益

受取利息 181 156

受取配当金 11,788 13,968

仕入割引 10,467 10,157

その他 3,438 3,133

営業外収益合計 25,876 27,415

営業外費用

支払利息 31,378 35,642

売上割引 6,394 7,825

その他 39 19

営業外費用合計 37,811 43,488

経常利益又は経常損失（△） 26,208 △19,475

特別利益

投資有価証券売却益 － 25,464

特別利益合計 － 25,464

特別損失

固定資産処分損 275 187

投資有価証券評価損 6,017 －

貸倒引当金繰入額 － 5,380

環境対策費 4,636 －

特別損失合計 10,929 5,567

税金等調整前四半期純利益 15,279 421

法人税等 △59,298 10,245

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

74,577 △9,824

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,577 △9,824
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

74,577 △9,824

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,547 1,889

その他の包括利益合計 △18,547 1,889

四半期包括利益 56,030 △7,934

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 56,030 △7,934

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う影響は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 39,122千円 35,576千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 10,926 30 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 10,926 30 平成24年３月31日 平成24年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 営業本部 市場本部 不動産事業 合計

売上高   　  

外部顧客への売上高 2,753,440 232,003 304,136 3,289,579

セグメント間の内部売上高又は振替高 24,111 32,501 60 56,673

計 2,777,552 264,504 304,196 3,346,252

セグメント利益又はセグメント損失（△） △60,030 △11,967 135,641 63,644

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 63,644

セグメント間取引消去 1,567

全社費用（注） △39,002

四半期連結損益計算書の経常利益 26,208

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 営業本部 市場本部 不動産事業 合計

売上高   　  

外部顧客への売上高 2,968,401 268,921 364,462 3,601,785

セグメント間の内部売上高又は振替高 26,696 20,413 300 47,410

計 2,995,098 289,335 364,762 3,649,195

セグメント利益又はセグメント損失（△） △65,933 △47,535 136,409 22,940

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 22,940

セグメント間取引消去 1,313

全社費用（注） △43,729

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △19,475

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

EDINET提出書類

名古屋木材株式会社(E00628)

四半期報告書

13/16



３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）

　

204円76銭 △26円97銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
74,577 △9,824

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
74,577 △9,824

普通株式の期中平均株式数（株） 364,217 364,217

（注）１．前第３四半期連結累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」につきましては、潜在株式がないた

め、記載しておりません。

２．当第３四半期連結累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」につきましては、１株当たり四半期

純損失金額であり、また、潜在株式がないため、記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

　当社は、住宅事業をより一層強化するため、市場開発部と不動産部を統合して住宅事業部を新設することを、平成

25年１月30日開催の取締役会にて決議いたしました。これに伴い、従来の報告セグメントでは「不動産事業」に含

まれておりました不動産部につきましては、新たな報告セグメントでは住宅事業部として「市場本部」に含まれる

こととなりました。

　この変更は当社グループ内での事業区分の見直しであるため、連結財務諸表等全体の売上高、損益、資産及び負債

等に与える影響はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月12日

名古屋木材株式会社

取締役会　　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐　野　正　人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡　田　昌　也

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている名古屋木材株式

会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日か

ら平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、名古屋木材株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

利害関係　

　　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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